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総合計画策定の経過

年　 月 事　 　 項 内　 　 　 容

令和 5 年

11 月
市民意識調査

松阪市の市政運営の基礎資料と し 、 市民の市政に対す

る 意識や要望を 調査把握する ため、 市内在住の 1 5 歳

以上の 3 ,0 0 0 人を 対象にアンケート を 実施。

　 有効回収数： 1 ,3 2 7 人　 回収率： 4 4 .2 %

令和 6 年

6 月～10 月
総合計画審議会

市内各種団体の代表者や公募市民な ど 1 9 人で構成。

総合計画案について、 3 回の審議を 実施し 、 市長か

ら の諮問に対する答申書を 提出。

令和 6 年

7 月～ 9 月

松阪市の

未来を 語る会

松阪市の将来像や、 市民と 行政が協働で で き る こ と

な ど を テ ーマ に、 市民と 市長によ る 懇談会を 市内 8

か所で実施。

　 延べ参加者数： 1 0 6 人

令和 6 年

7 月～ 8 月

総合計画の

キャ ッ チフ レ ーズ

募集

市民に親し まれる計画と するため、 総合計画のキャ ッ チ

フ レーズを公募。

　 応募数： 2 9 件

令和 6 年

8 月
パブリ ッ ク コ メ ン ト

総合計画中間案に対する ご 意見を 幅広く 募集するた

め、 市役所や各地域振興局、 松阪市ホームページ 上

でパブリ ッ ク コ メ ン ト を 実施。

　 意見数： 6 人、 3 8 件

令和 6 年

12 月
議　 　 　 決 松阪市議会にて、 総合計画基本構想を 原案どおり 可決
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松阪市総合計画審議会

（ 設　 置）

第１ 条　 本市の総合計画に関し 必要な事項について、 市長の諮問に応じ て審議し 、 その結果を 市長

に答申する ため、 松阪市総合計画審議会（ 以下「 審議会」と いう 。）を 設置する 。

（ 組　 織）

第２ 条　 審議会は、 委員3 5 人以内で組織する 。

２ 　 委員は、 市長が委嘱する 。

（ 委員の任期）

第３ 条　 委員の任期は、 総合計画決定の日までと する。

（ 委員の代理）

第４ 条　 委員に事故があると き は、 その委員の職務上の代理者が委員の職務を 行う こ と ができ る 。

（ 会長及び副会長）

第５ 条　 審議会に、 会長及び副会長各１ 人を 置く 。

２ 　 会長及び副会長は、 委員の互選により 定める 。

３ 　 会長及び副会長の任期は、 委員の任期による 。

４ 　 会長は審議会を 代表し 、 会務を 総理し 会議の議長と なる 。

５ 　 副会長は会長を 補佐し 、 会長に事故があると き は、 その職務を 代理する。

（ 会　 議）

第６ 条　 審議会の会議は、 必要に応じ 会長が招集する。

２ 　 審議会は、 委員の過半数以上の出席がなければ、 会議を 開く こ と ができ ない。

３ 　 審議会の議事は、 出席委員の過半数で決し 、 可否同数のと き は会長の決する と こ ろ によ る 。

４ 　 審議会の会議において必要と 認めたと き は、 委員以外の者の出席を 求め説明又は意見を 聴く こ

と ができ る 。

（ 庶　 務）

第７ 条　 審議会の庶務は、 企画振興部経営企画課において処理する 。

（ 委　 任）

第８ 条　 こ の条例に定める も ののほか、 審議会の運営その他必要な事項は、 会長が審議会に諮っ て

定める 。

　 　 附　 則

　 こ の条例は、 平成1 7 年１ 月１ 日から 施行する。

　 　 附　 則（ 平成2 2 年３ 月3 0 日条例第1 5 号抄）

（ 施行期日）

１ 　 こ の条例は、 平成2 2 年４ 月１ 日から 施行する。

　 　 附　 則（ 平成2 6 年３ 月1 4 日条例第３ 号）

　 こ の条例は、 平成2 6 年４ 月１ 日から 施行する。

　 　 附　 則（ 平成2 9 年３ 月3 0 日条例第４ 号）

　 こ の条例は、 平成2 9 年４ 月１ 日から 施行する。

松阪市総合計画審議会条例
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役　 職 団　 体　 名　 等 氏　 　 名

会　 長 四日市大学名誉教授（ 学識経験者） 岩　 崎　 恭　 典

副会長 松阪市住民自治協議会連合会 会長 水　 谷　 勝　 美

委　 員 連合三重松阪多気地域協議会 議長 伊　 藤　 暁　 広

〃 松阪認可保育園連盟 久保保育園園長 大　 西　 秀　 明

〃 松阪市観光協会 専務理事 岡　 本　 孝　 雄

〃 公募市民委員 笠　 木　 千　 夏

〃 松阪市老人ク ラ ブ連合会 会長 北　 岡　 　 　 巌

〃 公募市民委員 木　 本　 英　 伸

〃 三重県デジタ ル改革推進課 課長 庄　 山　 　 　 徹

〃 松阪市障害者団体連合会 会長 世　 古　 佳　 清

〃 松阪商工会議所 専務理事 髙　 畑　 明　 弘

〃 松阪警察署 警務課長 谷　 　 　 雄　 介

〃 公募市民委員 冨　 保　 孝　 之

〃 松阪市社会福祉協議会 会長 中　 森　 弘　 幸

〃 松阪青年会議所 副理事長 西　 川　 弘　 純

〃 松阪地区医師会 会長 平　 岡　 直　 人

〃 社会教育委員会 委員 福　 田　 哲　 也

〃 みえなか農業協同組合 代表理事組合長 山　 本　 清　 已

〃 松阪飯南森林組合 代表理事組合長 水　 谷　 晴　 夫

（ 五十音順・ 敬称略）

令和６ 年度  松阪市総合計画審議会委員名簿
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松阪市総合計画（ 諮問）

2 4 松経第0 0 0 1 3 2 号

令和６ 年６ 月1 7 日

松阪市長　 竹上　 真人

松阪市総合計画について（ 諮問）

松阪市総合計画審議会会長　 様

　 令和６ 年度を 初年度と する 新たな松阪市総合計画を 策定する にあたり、 松阪市総合計画審議会条

例の第１ 条の規定に基づき 、 基本構想、 基本計画及び地方創生総合戦略について貴審議会の意見を

求めます。
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松阪市総合計画（ 答申）

令和６ 年1 0 月1 5 日

松阪市総合計画審議会

会長　 岩崎　 恭典

松阪市総合計画について（ 答申）

松阪市長　 竹上　 真人　 様

　 令和６ 年６ 月1 7 日付け 2 4 松経第0 0 0 1 3 2 号にて 諮問のあっ た松阪市総合計画（ 案）について、

市民の視点や専門的な視点から 当審議会にて慎重に協議し た結果、 下記のと おり 答申いたし ます。

記

　 当審議会では、 示さ れた松阪市総合計画（ 案）について、 社会・ 産業構造の変化、 生活や仕事に密

着し た地域経済の動向、 市民意識の潮流などを 踏まえ、 現状分析を も と に各委員が様々な視点から

さ まざまな意見を 出し 合い、 地域の活力を 生み出す要素である 地域資源を どのよ う に活用し ていく

か、 シビ ッ ク プ ラ イ ド の醸成を 実現し 、 いつまでも 住み続けたいと 思っ ても ら える にはど う すれば

良いか、 審議を 重ねてまいり まし た。

　 こ の松阪市総合計画（ 案）は、 松阪市を 取り 巻く 環境の変化等を 踏まえ、 1 0 年後の将来像「 こ こ に

住んで良かっ た…みんな大好き 松阪市」の実現に向けた主な取組と 、 その進捗を 管理する ための数

値目標が設定さ れており 、 おおむね妥当なも のと 認めら れます。

　 なお、 本計画案の審議の過程で出さ れた意見を 次のと おり 付し ます。

１ ． 計画策定の背景、 経過について

  １ ）　 現状認識について

　 2 0 2 0（ R2 ）年の国勢調査の結果よ り 、 松阪市の年齢３ 区分の構成比を 2 0 1 5（ H2 7 ）年と 比較

する と 、年少人口、生産年齢人口は共に減少傾向であるのに対し て、老年人口は増加傾向にあり 、

少子高齢化の進行が加速し ている こ と が伺えます。 また人口減少の具体的要因と し ては、 出生

数の低下や進学や就職によ る 都市部への流出等が考えら れま すが、 市民3 ,0 0 0 人を 対象と し

た市民意識調査においては、 市民のニーズや地域の課題の経年変化を 把握し 、 人口減少社会に

おける課題特定に努めら れています。

  ２ ）　 策定にかかる経過について

　 今回の総合計画は、 1 0 年後の将来像「 こ こ に住んで良かっ た…みんな大好き 松阪市」を 引き

続き 掲げ、 市長の公約等を 反映さ せる と と も に、 新たな視点で見直し を 行い、 急激な社会情勢
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の変化にも 柔軟に対応し ていく 、 と いう 方向性を 市民にわかり やすく 提示する ために、 様々な

段階を 経て構築を さ れています。

　 市民から の意見やニーズを 取り 入れる ために、 令和５ 年1 1 月に行っ た 3 ,0 0 0 人対象の市民

意識調査を はじ め、 翌年７ 月から ９ 月末にかけて市長が市内８ か所を まわり 市民から 総合計画

についての意見を 聴取する「 松阪市の未来を 語る 会」の開催、 総合計画中間案に対し て広く 市民

の意見を 募集する パブリ ッ ク コ メ ン ト を 実施さ れています。 また、 新し い総合計画を 市民に親

し まれる 計画と する ために「 キャ ッ チフ レ ーズ」の募集を 行い、「 和で結び　 みんなで築く 　 松

阪市」に決まり まし た。

　 特に、 当審議会においては、 公募で選ばれた３ 名の市民と 各種団体 1 6 名の委員が、 それぞ

れの見識を 発揮し て細部にわたる 積極的な意見を 述べ、 よ り 良い松阪市の将来に向けて真摯に

審議を 重ねてまいり まし た。

　 以上の策定経過から 、 市民の声を 集約し 参画を 得る 努力のも と 、 長期的な視点に立っ た有識

者の意見も 取り 入れ、 当審議会における 審議を 経て、 でき る 限り 本計画案に反映さ せる ため細

かな対応と 工夫がなさ れてき た姿勢は評価し ます。

２ ． 計画案について

●序論で示さ れている 少子高齢化、 人口減少の問題は、 出生率の低下や若者の都市部への流出な

ど 深刻化し ていますが、 その解決に向けた取組は、 概ね適当である と 評価し ます。 今後も 、 市

民と 一体と なっ て「 こ こ に住んで良かっ た…みんな大好き 松阪市」の理想像を めざし 、 健康で安

全安心に暮ら せる 人生1 0 0 年時代に向けた計画を 期待し ます。

●人口減少と 少子高齢化の２ つの課題を 見据え、 各施策を またぐ「 横断的取組」を「 若者定住・ 福

祉社会の実現」と「 公民連携の推進」と し たこ と について、 前計画における「 超高齢社会対策の推

進」を 更に一歩進めて、 将来を 見据えた生産年齢人口の維持を めざ す若者定住の視点を 取り 入

れたこ と を 評価し ます。 また、 新たに「 公民連携の推進」を 施策横断的な取組と さ れていますが、

行政だけでなく 地域や企業と 連携を 深め、 それぞれの特性や限ら れた人的資源を 活かし ながら 、

まち 全体の活性化にも つなげていただく こ と を 期待し ます。

●基本計画において、 新たな試みと し て「 再定義の視点」が記載さ れています。 新型コ ロ ナウイ ル

ス感染症も ５ 類感染症に移行と なり 、 イ ン バウン ド の回復、 国内観光誘致など、 落ち 込んでい

た経済活動の回復を めざし た取組を 進めている 中で、新たな視点から 事業を 再度、見直すこ と は、

急激な社会の変化に対応し ていく 面においても 適切である と 考えます。

●総合計画と 一体的に策定を 進めている 地方創生総合戦略においては、 人口減少対策と し てデジ

タ ル技術等を 活用し た東京圏一極集中の是正、 地方の社会課題解決に向けた取組が記載し てあ

り ますが、こ れまでの取組の成果を さ ら に力強く 推進する よ う 、更なる今後の取組に期待し ます。

●市の産業を 振興する ための産業用地の確保については、 産業振興の観点から 課題と さ れていま

すが、 若者が住みたい、 住み続けたいと 思う まち を かたち づく る と いう 、 将来を 見据えた若者

定住の観点から も 、 また都市空間を 整備する 施策においても、 生活基盤の整備を さ ら に充実さ

れる こ と を 求めます。

●あら ゆる 分野において人口減少の影響によ る 人材不足が懸念さ れます。 各施策においてそれに

対応する ための取組の記載があり ますが、 外部化、 機械化、 デジタ ル化、 またプロ セスの見直

― 133 ―



付　 属　 資　 料

　 し によ る 業務の合理化などを 漫然と 選択する のではなく 、 それぞれの状況に応じ た適切な手段

を 選択し 、 目標を 迅速に達成さ れるこ と を 求めます。

３ ． 計画推進における 留意事項

　 今後の計画の推進にあたっ ては、 特に次の点に留意する よう 求めます。

  １ ）　 総合計画の数値目標について

　 基本計画の各施策においては、 新たに数値目標を 設け、 各部局長の実行宣言や施策評価シス

テ ムによ り 進捗管理を 行う と あり ま すが、 数値目標と「 1 0 年後のめざ す姿」と の関連性が曖昧

であり 、 目標に向けて市民と 一体と なっ て取組を 進める こ と が必要不可欠なため、 市民にも わ

かり やすく 示さ れる こ と を 求めます。

  ２ ）　 重点プロ ジェ ク ト について

　 こ の４ 年間で特に行う べき 分野については、 少子高齢化によ る 課題の解消や、 近年の甚大な

自然災害の発生によ る危機管理体制の整備など 、 迅速かつ確実に遂行すべき 事業も あり ながら

選択と 集中を 必要と する 業務も 多様化し ています。 重点プロ ジェ ク ト の選定においては、 こ う

し た社会情勢の変化を と ら え、 市民のニーズも 把握し た上で 、 長期的な視点で選定を 行う こ と

を 求めます。

  ３ ）　 近隣市町と の連携について

　 人口減少や高齢化の影響によ り 、 松阪市だけでの課題解決は難し く なっ ている も のも あり ま

す。 近隣市町と の連携を はかる こ と で 、 それぞれの社会資源を 有効に活用し 、 多様化し た市民

のニーズにも 効率的に幅広く 対応でき る も のと 考えます。

  ４ ）　 意見等の計画への反映について

　 計画を 策定する 過程で、 多く の方から 意見が寄せら れている と 思いますが、 その中で反映で

き ていないも の、 検討事項など、 今後の計画の推進段階で可能と なる も のについては、 適時、

反映に努めら れる と と も に、 市民から の意見や提案による 政策立案の機会が設けら れるこ と を

求めます。

  ５ ）　 総合計画の内容の市民への周知について

　 松阪市がめざす将来像の実現に向けて 、 市民と 一体と なっ て取り 組んでいく には、 市民一人

ひと り が社会課題を 自分事と し てと ら え 、 主体的に取組に参画でき る 下地を つく る こ と が肝要

で、 市行政と 市民がめざすべき 将来像を 共有するこ と がその第一歩と なり ます。

　 １ 人でも 多く の方に総合計画を 手に取っ ていただく ためにも 、 専門用語や略称は出来る 限り

注釈を 入れ、 イ ラ スト や写真、 グラ フ など視覚面においても 工夫を し 、 誰も が読みやすく 、 理

解でき る 総合計画と なる よ う 、 配慮を 求めます。

　 以上、 本総合計画が策定さ れた後は、 こ の計画について従来以上に広報を 行い、 幅広い年齢層に

届く よ う 、 さ まざ まな方法で PRする こ と を 求めます。 また行政と 市民が一体と なっ て「 こ こ に住ん

で良かっ た…みんな大好き 松阪市」の将来像を めざ し 、 その実現に向けて、 以上述べたよ う な審議

会の総意に十分配慮し た取組を 、 着実に推進さ れる こ と を 切に願います。
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